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 自立し行動する県民の皆さんと共に新しい三重を創っていく
ためには、県民の皆さんとの信頼関係を高め、「協創」の取組を
進めることができる、職員の意欲および能力の向上が必要です。

 本県の財政状況は、県債残高が年々増加する中、県税収入に
多くを期待できず、また、義務的経費の増嵩が見込まれるなど、
今後はさらに一段と厳しくなることが予想されるため、将来世代
に負担を先送りしない、持続可能な財政基盤の確立が必要です。

 県政運営の仕組みについては、これまでもさまざまな改善に
取り組んできましたが、時代の変化にさらに対応できるよう、
また、県民の皆さんに成果をより届けることができるよう、不断
の見直しが必要です。

行財政運営にかかる現状・課題
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行財政改革の基本的な考え方
前記の現状・課題を踏まえ、｢先導・変革｣、｢自立・創造｣、｢簡素・効率｣の３つ

をキーワードに、行財政運営の改革に取り組み、｢自立した地域経営｣を実現する
ことにより、｢みえ県民力ビジョン｣の着実な推進につなげます。

【３つのキーワード】

① 先導・変革
これまでに取り組んできたさまざまな改革の蓄積に満足することなく、
さらなる先導的な変革に取り組みます。

② 自立・創造

③ 簡素・効率
事務事業をはじめ既存の仕組みをゼロベースから見直し、最小の費用
で最大の効果を上げ、簡素・効率を実践します。

2

地域が自らの地域を自らの責任でつくっていく自主・自立の地方自治
を確立するとともに、県民の皆さんと共に新しい三重を創造します。

【取組の３本柱】

Ⅰ 現場を重視し、県民の皆さんと共に「協創」の取組を進め
る、高い意欲と能力を持った人材を育てる「人づくりの改革」

Ⅱ 将来世代に負担を先送りしない、持続可能な財政基盤の確立
に向けた「財政運営の改革」

Ⅲ 時代の変化に対応し、県民の皆さんに成果をより届けること
ができる「仕組みの改革」

【取組期間】 平成24年度～27年度







「みえ県民力ビジョン」に掲げる「県民との『協創』」「現場重視」「職員力の向上」などの 考え

方などを踏まえて、求められる人材像や能力を明確にし、人材育成の手法や進め方を示す「三重県職員
人づくり基本方針(仮称)」を平成24年度に策定します。

管理職員にかかる勤務評価制度を検証するとともに、現在試行している県職員育成支援のための評価
制度の定着・施行を図り、能力や実績に基づく任用と処遇に取り組みます。

職員の意欲を高めるため、新しい庁内公募制度やスペシャリストコースを構築するなど、平成24年
度から、職員が自分のキャリアを自ら選択し実現できる機会の充実、拡大に取り組みます。

職員の視野と経験の幅を広げるとともに、幅広い人的ネットワークづくりなどを通じて、職員力や
「協創」のスキルなどをより高めていくため、国・他県・市町・民間企業など多様な組織との新たな
人事交流に積極的に取り組みます。

部下職員の意欲を高めるコミュニケーションのとり方などのノウハウを修得できる機会を提供する
など、各職場において職員の意欲を高めるための管理職員の能力向上を図ります。

また職員一人ひとりが、仕事の中で役立ち、認められていると実感しながら、意欲的に行動する組織
風土づくりを進めるため、新たな職員提案制度の構築や「率先実行大賞」への応募促進に取り組みます。

③ 新たなキャリアデザイン支援制度の構築
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④ 多様な組織との人事交流の推進

⑤ 意欲の向上に向けた組織風土づくり

① 「三重県職員人づくり基本方針（仮称）」の策定

② 勤務評価制度の検証と構築

【具体的取組】













税源移譲などにより地方税の充実が図られており、今後、自主財源確保のための取組がさらに重要に
なります。これまでも県と市町が連携して税収確保対策を進めてきており、引き続き互いの信頼関係を
ベースとして、より効果的な徴収方策や徴収体制について検討を進めます。

クレジットカード納税の導入は、納税者の利便性の向上が見込めますが、導入に要するコストのほか、
手数料が他の納税手段と比較して高額になるなどの課題があることから、既に導入している他の自治体
での対応状況も参考にしながら、費用対効果の観点も含め、十分な検討を進めます。

また、自動車保有関係手続きのワンストップサービスの導入については、運用コストなどの課題があ
ることから、全国的な取組状況を注視しつつ、運輸支局や警察など関係機関と連携しながら検討を進め
ます。
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② 市町と連携したより効果的な徴収方策や徴収体制の検討

③ 県民が納税しやすい環境の整備











県の政策を推進するにあたり、評価の結果を踏まえ、どのように変革・改善するのかを明確にするた
め、これまでのＰＤＳサイクル（戦略策定・戦略展開・評価）をＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・
改善）に見直すなど、新たな仕組みを構築します。

事業の成果を県民の皆さんにわかりやすく説明でき、評価に基づく次の事業展開において、より成果
を上げることができるよう、事業の改善が進む評価（CHECK）の仕組みを導入します。

また、改善（ACT）の仕組みとして、取組の成果や改善方向を県民の皆さんにわかりやすく伝えられ
る「成果レポート」の公表などを行います。

点検・見直しの方法について検討したうえで、公布後３年以内の条例などを除いた全ての条例について、
一斉に点検・見直しを実施し、その結果を公表します。

危機管理に関して全庁を統括する職として危機管理統括監を設置し、平常時から危機管理情報を一元的
に集約するとともに、危機対応における指揮・命令権が的確に機能する仕組みを整備します。

また、未然防止策の検討が迅速に行われるよう平成23年度に導入した「危機管理リアルタイムメー
ル」について、随時見直しを行い一層の活用を図るとともに、危機が発生した際の検証について、次に
同様の危機が発生した際に迅速・的確な対応がとられるよう、平成24年度に新たな検証シートを導入
します。

① 政策を推進するための新たな仕組みの構築

【具体的取組】
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③ 条例の一斉点検・見直し

② 政策評価（SEE）の仕組みの見直し

④ 危機管理の見直し











サイバーテロや大規模自然災害発生時の脅威から県が保有する重要情報などを守るため、職員研修や
セキュリティ監査（実地監査、セルフチェック）、脆弱性診断などを通じて、職員の情報セキュリティ
マインドの向上や、情報システムのセキュリティ対策を推進していきます。

大規模災害などの発生に備え、平成24年度に情報システムに関する業務継続計画（ＢＣＰ）を策定
するとともに、訓練などを通じて継続的な見直しを行っていきます。

自治体のクラウドコンピューティング推進の動向などを注視し、東日本大震災で公金収納データの保
全が課題として明らかになったことも踏まえ、市町と共に会計事務の標準化を図り、将来的なクラウド
コンピューティングの採用を視野に市町の財務会計システムの共同アウトソーシングへの取組を進めま
す。
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③ 情報セキュリティの確保

④ 情報システムに関する業務継続計画（BCP）の策定・見直し

⑤ 財務会計システムの共同アウトソーシング





県の施策や事業をよりタイムリーに、よりわかりやすく情報提供していくため、パブリシティ（※）
など既存の広報媒体を積極的に活用するとともに、動画配信など視覚的要素を加えたインターネット
広報を展開します。

（※）情報を積極的にマスコミに提供し、マスメディアを通して「報道」として伝達されるよう働きか

ける広報活動。

県民の皆さんの情報入手手段の多様化に対応するため、ツィッターの活用など、県からの新たな情報
発信チャンネルを開設していきます。

県民の皆さんがさまざまな機会に県政情報に触れ、県政への関心を高めていけるよう、職員一人ひと
りが「広聴広報担当者」であるという意識の向上をめざします。このため、職員アンケートも実施しな
がら、効果的な広聴広報活動に資するハンドブックを作成するとともに、広聴広報キーパーソン会議や
職員研修などを積極的に開催していきます。
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④ 県政のわかりやすい情報発信

⑤ 新たな情報発信チャンネルの開設

⑥ 職員の広聴広報意識の向上





公正性・透明性・競争性の向上により、入札契約制度の適正な運用を図るとともに、さらなる低入札
対策、総合評価方式の改善により、工事の品質を確保します。

地震や異常気象など自然災害の発生が懸念される中、災害時の緊急対応など地域に貢献できる地域建設
業の育成に向けた新たな取組により、地域の安全・安心を確保します。
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⑤ 地域の安全・安心に向けた建設業の育成・支援

●工事関係

④ 入札契約制度の適正な運用と品質確保



「三重県行財政改革取組」の進行管理
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【進行管理スケジュール予定】

 知事を本部長とする「三重県行財政改革推進本部」を中心として、行財政改革を全庁的に
推進し、適切な進行管理を行います。

 進行管理にあたっては、経営方針(※)を具体的に展開する取組を活用するとともに、進捗
確認の結果を次年度の予算編成、組織・定数調整へ反映するなど、県政運営の各仕組みと連
携させることにより、着実な推進を図ります。

 毎年度の進捗状況などについて、わかりやすい形でとりまとめ、県議会に報告するととも
に、ホームページなどを通じて県民の皆さんへお知らせします。

 県組織自らの検証に加え、外部の有識者などからもご意見をいただきます。
 取組期間中における環境変化や新たな課題に迅速・的確に対応するため、取組内容や工程

表の定期的な見直しを行います。

（※）長期的な戦略である「みえ県民力ビジョン」や中期の戦略計画である「みえ県民力ビジョン・行動計
画」に基づき、当該年度の政策課題や行動指針を明らかにした単年度の方針
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中期財政見通し（平成 24 年度～27 年度） 
 

 

参  考  試  算 
 

 

（平成 23 年度最終補正予算編成後） 
 

この試算は、将来の歳入・歳出の推計に必要な前提条件が、今後の景気動向や国の

地方財政対策の状況により大きく変わりうる中で、多くの仮定を置いたうえで機械

的に試算したものです。そのため、今後の予算編成を拘束するものではありません。
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１ 試算の考え方 

 

 今後の県財政を展望するにあたっては、国において議論さ

れている社会保障と税の一体改革や地域主権改革などの帰

趨に左右される面も多く、将来の県財政の見通しを確たる姿

でお示しすることは困難ですが、限られた前提条件の下に、

次の３つのパターンにより推計しました。 

 

試算Ａ(自然体) 

 平成 24 年度当初予算をベースにして、一般行政経費にお

いて、雇用・経済対策等の国からの交付金による基金事業の

終了を考慮の上、それ以外の事業については同程度の水準で

推移するとした場合の試算です。 

 

試算Ｂ（歳出の見直しを行い、平成 26 年度末の県債残高を

平成 23 年度末よりも減少させる場合） 

 試算Ａをベースにして、公共事業や施策別財源配分経費な

どの歳出の見直しを行い、平成 26 年度末の県債残高を平成

23 年度末よりも減少させる場合の試算です。 

 

試算Ｃ（収支均衡をめざす場合） 

 試算Ｂと同様に、平成 26 年度末の県債残高を平成 23 年度 

 

 

末よりも減少させるとともに、基金や県債に過度に依存する 

ことなく、当該年度に見込まれる収入に見合った歳出規模の

実現をめざす場合の試算です。 

 

留意点 

 今回の試算は、平成 24 年度当初予算をベースに行ったも

のであり、今後の景気動向や国の地方財政対策の状況によっ

て大きく変わることもあります。 

 

 

２ 試算にあたっての前提条件 

 

 財政運営にあたっては、当初予算だけではなく、補正予算

や決算も視野に入れることが重要です。 

 今回の試算にあたっては、各年度の当初予算における財源

不足額や県債残高見込みだけでは、財政運営の実態をお示し

できないと考えられることから、当初予算から補正予算を経

て決算に至る間の財源不足額や県債残高の推移について、前

回の実施計画（平成 19 年度から 22 年度）の期間中を対象に

分析した上で、試算を行っています。 
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① 財源不足額の推移 

   平成 22 年度当初予算の編成においては、財政調整基

金からの繰入を行うなどの財政調整が必要な財源不足

額が 233 億円でしたが、県税収入の増加や事業費等の精

査により、決算時には 44 億円に減少しました。つまり、

当初予算編成時から決算に至る間に、189 億円の収支が

改善したことになります。この収支改善額が、平成 19

年度から平成 22 年度までの４年間を平均すると、122

億円となったことから、今回の試算にあたっては、この

収支改善額を「財政調整等基金」としています。 

   今回の試算は、各年度の歳出と歳入の差額から収支改

善額を差し引いた額を実質的な財源不足額と捉え、その

不足額については、「財源不足を調整するための地方債」

を平成 24 年度当初予算に計上した額を上限に発行する

こととして試算しています。 

   なお、「財源不足を調整するための地方債」の発行に

よっても、財源不足が調整できない場合は、「要調整額」

としてお示ししています。 

 

② 県債（建設地方債等）発行額の推移 

   当初予算編成後、国の補正予算へ対応するためなど、

年度中に補正予算を編成したことにより、概ね県債は当 

 

 

初予算編成後増加しています。平成 19 年度から平成 22 年 

度までの４年間の県債（建設地方債等）の補正額は、平均す

ると 26 億円となったことから、今回の試算にあたっては、

26 億円を補正予算において計上するものとして年度末残高

見込等を推計しています。 

    

 ※建設地方債等 

  一般会計における県債残高。ただし、国の地方財政対策により決定

される臨時財政対策債や災害に対応するための災害復旧事業債等、

発行について県の裁量の余地がないものを除く。 
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推計Ａ
(単位:億円）

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

（Ｈ24） （Ｈ25） （Ｈ26） （Ｈ27）

人件費 2,211 2,251 2,269 2,271

退職手当 225 226 242 244

社会保障関係経費 861 902 928 966

公債費 1,067 1,137 1,188 1,236

税収関連交付金 617 628 643 654

1,937 1,880 1,814 1,767

歳 出 計 Ａ 6,694 6,797 6,843 6,895

県税 2,067 2,092 2,150 2,189

地方消費税清算金 348 354 363 370

2,015 2,032 2,013 2,007

国庫支出金 695 693 680 682

県債 582 560 567 541

その他 745 722 660 650

歳 入 計 Ｂ 6,452 6,454 6,434 6,439

歳

入

税制改正影響分を考慮の上、原則として名目経済成長率により推計

名目経済成長率により推計

地方交付税
(臨時財政対策債、減収補てん
債を含む）

県税や公債費、社会保障関係経費の伸び等を勘案して推計

歳出に連動させて推計

歳出に連動させて推計

地方譲与税→原則として名目経済成長率により推計
分担金負担金→歳出に連動させて推計
その他収入→雇用・経済対策等の基金の残高を考慮のうえ、原則として平
成２４年度と同程度の水準として推計

区 分 備 考

歳

出

平成25年度は一部管理職の特例的な減額を反映

退職見込者数から推計

医療・介護等の増加要因を勘案して推計

過去及び将来の発行状況により推計

県税の伸び率と連動させて推計

一般行政経費
雇用・経済対策等の基金事業の終了を考慮の上、それ以外の事業について
は平成２４年度と同程度の水準で推移するものと推計
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△ 242 △ 344 △ 409 △ 455

財政調整 242 344 409 455

財政調整等基金 105 122 122 122

137 137 137 137

要調整額 85 150 196

12,968 13,365 13,726 14,027

4,736 5,126 5,497 5,845

8,232 8,239 8,229 8,182

当初予算計上 691 686 692 667

補正予算計上 26 26 26 26

元金償還金 675 705 728 739

＊この試算は、備考欄に示した考え方により試算しています。なお、名目経済成長率については、内閣府試算（平成24年1月24日「経済財政の中長期試
算」）で用いられた率を使用しています。

歳出と歳入の差額
（Ｂ－Ａ）

財源不足を調整するた
めの地方債

年度末地方債残高見込

臨時財政対策債等
※国の地方財政対策により決定される臨時財政対策債や災害に対応するた
めの災害復旧事業債等、発行について県の裁量の余地のないもの。

建設地方債等 参考：平成23年度末現在高 8,190億円（最終補正後）
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推計Ｂ－１
(単位:億円）

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

（Ｈ24） （Ｈ25） （Ｈ26） （Ｈ27）

人件費 2,211 2,251 2,269 2,271

退職手当 225 226 242 244

社会保障関係経費 861 902 928 966

公債費 1,067 1,137 1,188 1,236

税収関連交付金 617 628 643 654

1,937 1,802 1,669 1,562

歳 出 計 Ａ 6,694 6,719 6,699 6,690

県税 2,067 2,092 2,150 2,189

地方消費税清算金 348 354 363 370

2,015 2,032 2,013 2,007

国庫支出金 695 682 658 650

県債 582 546 538 499

その他 745 695 616 591

歳 入 計 Ｂ 6,452 6,401 6,339 6,306

税制改正影響分を考慮の上、原則として名目経済成長率により推計

名目経済成長率により推計

地方交付税
(臨時財政対策債、減収補てん
債を含む）

県税や公債費、社会保障関係経費の伸び等を勘案して推計

区 分 備 考

歳

出

平成25年度は一部管理職の特例的な減額を反映

退職見込者数から推計

県税の伸び率と連動させて推計

医療・介護等の増加要因を勘案して推計

一般行政経費
雇用・経済対策等の基金事業の終了を考慮の上、以下により推計

公共事業（公共、直轄、県単）→年３％削減として推計
施策別財源配分経費等→年１０％削減として推計

過去及び将来の発行状況により推計

歳

入

歳出に連動させて推計

歳出に連動させて推計

地方譲与税→原則として名目経済成長率により推計
分担金負担金→歳出に連動させて推計
その他収入→雇用・経済対策等の基金の残高を考慮のうえ、原則として平
成２４年度と同程度の水準として推計
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△ 242 △ 318 △ 359 △ 384

財政調整 242 318 359 384

財政調整等基金 105 122 122 122

137 137 137 137

要調整額 59 100 125

12,968 13,350 13,682 13,941

4,736 5,126 5,497 5,845

8,232 8,224 8,185 8,096

当初予算計上 691 671 663 624

補正予算計上 26 26 26 26

元金償還金 675 705 728 739

＊この試算は、備考欄に示した考え方により試算しています。なお、名目経済成長率については、内閣府試算（平成24年1月24日「経済財政の中長期試
算」）で用いられた率を使用しています。

財源不足を調整するた
めの地方債

建設地方債等 参考：平成23年度末現在高 8,190億円（最終補正後）

年度末地方債残高見込

臨時財政対策債等
※国の地方財政対策により決定される臨時財政対策債や災害に対応するた
めの災害復旧事業債等、発行について県の裁量の余地のないもの。

歳出と歳入の差額
（Ｂ－Ａ）
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推計Ｂ－２
(単位:億円）

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

（Ｈ24） （Ｈ25） （Ｈ26） （Ｈ27）

人件費 2,211 2,251 2,269 2,271

退職手当 225 226 242 244

社会保障関係経費 861 902 928 966

公債費 1,067 1,137 1,188 1,236

税収関連交付金 617 628 643 654

1,937 1,759 1,594 1,461

歳 出 計 Ａ 6,694 6,676 6,623 6,589

県税 2,067 2,092 2,150 2,189

地方消費税清算金 348 354 363 370

2,015 2,032 2,013 2,007

国庫支出金 695 675 646 634

県債 582 536 520 473

その他 745 682 596 566

歳 入 計 Ｂ 6,452 6,372 6,289 6,238

歳

入

税制改正影響分を考慮の上、原則として名目経済成長率により推計

名目経済成長率により推計

地方交付税
(臨時財政対策債、減収補てん
債を含む）

県税や公債費、社会保障関係経費の伸び等を勘案して推計

歳出に連動させて推計

歳出に連動させて推計

地方譲与税→原則として名目経済成長率により推計
分担金負担金→歳出に連動させて推計
その他収入→雇用・経済対策等の基金の残高を考慮のうえ、原則として平
成２４年度と同程度の水準として推計

区 分 備 考

歳

出

平成25年度は一部管理職の特例的な減額を反映

退職見込者数から推計

医療・介護等の増加要因を勘案して推計

過去及び将来の発行状況により推計

県税の伸び率と連動させて推計

一般行政経費
雇用・経済対策等の基金事業の終了を考慮の上、以下により推計

公共事業（公共、直轄、県単）→年５％削減として推計
施策別財源配分経費等→年１５％削減として推計
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△ 242 △ 304 △ 335 △ 351

財政調整 242 304 335 351

財政調整等基金 105 122 122 122

137 137 137 137

要調整額 45 76 92

12,968 13,341 13,655 13,887

4,736 5,126 5,497 5,845

8,232 8,214 8,157 8,042

当初予算計上 691 661 645 598

補正予算計上 26 26 26 26

元金償還金 675 705 728 739

＊この試算は、備考欄に示した考え方により試算しています。なお、名目経済成長率については、内閣府試算（平成24年1月24日「経済財政の中長期試
算」）で用いられた率を使用しています。

歳出と歳入の差額
（Ｂ－Ａ）

財源不足を調整するた
めの地方債

年度末地方債残高見込

臨時財政対策債等
※国の地方財政対策により決定される臨時財政対策債や災害に対応するた
めの災害復旧事業債等、発行について県の裁量の余地のないもの。

建設地方債等 参考：平成23年度末現在高 8,190億円（最終補正後）
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推計Ｃ
(単位:億円）

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

（Ｈ24） （Ｈ25） （Ｈ26） （Ｈ27）

人件費 2,211 2,251 2,269 2,271

退職手当 225 226 242 244

社会保障関係経費 861 902 928 966

公債費 1,067 1,137 1,188 1,236

税収関連交付金 617 628 643 654

1,937 1,598 1,334 1,137

歳 出 計 Ａ 6,694 6,515 6,363 6,264

県税 2,067 2,092 2,150 2,189

地方消費税清算金 348 354 363 370

2,015 2,032 2,013 2,007

国庫支出金 695 649 601 576

県債 582 490 437 362

その他 745 641 540 506

歳 入 計 Ｂ 6,452 6,258 6,106 6,008

歳

入

税制改正影響分を考慮の上、原則として名目経済成長率により推計

名目経済成長率により推計

地方交付税
(臨時財政対策債、減収補てん
債を含む）

県税や公債費、社会保障関係経費の伸び等を勘案して推計

歳出に連動させて推計

歳出に連動させて推計

地方譲与税→原則として名目経済成長率により推計
分担金負担金→歳出に連動させて推計
その他収入→雇用・経済対策等の基金の残高を考慮のうえ、原則として平
成２４年度と同程度の水準として推計

区 分 備 考

歳

出

平成25年度は一部管理職の特例的な減額を反映

退職見込者数から推計

医療・介護等の増加要因を勘案して推計

過去及び将来の発行状況により推計

県税の伸び率と連動させて推計

一般行政経費
雇用・経済対策等の基金事業の終了を考慮の上、以下により推計

公共事業（公共、直轄、県単）→年１５％削減として推計
施策別財源配分経費等→年３０％削減として推計
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△ 242 △ 257 △ 258 △ 256

財政調整 242 257 258 256

財政調整等基金 105 122 122 122

137 135 136 134

要調整額

12,968 13,293 13,525 13,642

4,736 5,126 5,497 5,845

8,232 8,167 8,027 7,797

当初予算計上 691 614 562 483

補正予算計上 26 26 26 26

元金償還金 675 705 728 739

＊この試算は、備考欄に示した考え方により試算しています。なお、名目経済成長率については、内閣府試算（平成24年1月24日「経済財政の中長期試
算」）で用いられた率を使用しています。

歳出と歳入の差額
（Ｂ－Ａ）

財源不足を調整するた
めの地方債

年度末地方債残高見込

臨時財政対策債等
※国の地方財政対策により決定される臨時財政対策債や災害に対応するた
めの災害復旧事業債等、発行について県の裁量の余地のないもの。

建設地方債等 参考：平成23年度末現在高 8,190億円（最終補正後）
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４ 試算の結果 

①  自然体による場合（推計Ａ）は、平成 25 年度以降

の歳出と歳入の差額は、344 億円～455 億円と試算さ

れ、財政調整等基金や財源不足を調整するための地方

債により財政調整を実施した後においても、要調整額

が 85 億円～196 億円残ると試算されます。 

 県債残高（建設地方債等）については、ほぼ横ばい

の発行を続けるものの、公債費が増加していくことか

ら、平成 27 年度末には 8,182 億円に減少しますが、

平成 26 年度末においては、平成 23 年度末現在高を下

回ることはできないと試算されます。 

 

 また、平成 25 年度以降歳出の見直しを行い、平成

26 年度末の県債残高を平成 23 年度末よりも減少させ

る場合（推計Ｂ）は、平成 25 年度以降の歳出と歳入

の差額は、304 億円～384 億円と試算され、財政調整

等基金や財源不足を調整するための地方債により財

政調整を実施した後においても、要調整額が 45 億円

～125 億円残ると試算されます。  

  県債残高（建設地方債等）については、年々発行額

を減少させることにより、平成 26 年度末の県債残高

はＢ－１で 8,185 億円、Ｂ－２で 8,157 億円となり、

平成 23 年度末よりも減少させることになります。 

 

 

 さらに、推計Ｂと同様に平成 26 年度末の県債残高

を平成 23 年度末よりも減少させるとともに、要調整

額を解消し、収支均衡をめざそうとする場合（推計Ｃ）

は、公共事業で対前年度 15％削減を毎年行い、施策別

財源配分経費等で同様に 30％を削減する必要がある

と試算されます。なお、平成 26 年度末の県債残高は

8,027 億円と試算されます。 

 

②  いずれの試算においても、社会保障関係経費と公債

費が合わせて、毎年 100 億円程度ずつ増加し、退職手

当も200億円を超える高い水準で推移するなどの要因

から、厳しい財政状況を示しています。 

 

③  県債残高（建設地方債等）については、推計Ｂや推

計Ｃで試算したような、歳出の削減策を講じることで、

平成26年度末には平成23年度末よりも減少させるこ

とが可能であると試算されます。 

 

 このようなことから、今後とも県債発行と事業執行

のバランスに十分配慮しながら、徹底した事務事業の

見直しを行うなどの財政運営の改革をすすめること

により、将来世代に負担を先送りしない、持続可能な

財政運営を行っていく必要があります。 
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三重県行財政改革取組

（平成24年4月以降のお問い合わせ先）

三重県総務部行財政改革推進課

〒514-8570 三重県津市広明町13番地

TEL 059-224-2231

FAX 059-224-2125

E-mail  gyoukaku@pref.mie.jp




